
７ 平成 27 年 12 月 1 日　広報ふっさ　No.940 福生市のホームページアドレスは

◆福生市障害者虐待防止センター

　障害者虐待に関する通報窓口。虐待

に気づいたら、すみやかに通報してく

ださい。

【連絡先】福生市役所福祉保健部障害

福祉課内☎ 551・1511

●主な福祉施策●

【医療】

◆自立支援医療

　更生医療・育成医療・精神通院医療

の３種類があります。

〈更生医療〉身体障害の方が、障害の

程度を軽くしたり、取り除いたりする

ための医療費を助成。

【対象】18 歳以上で東京都心身障害者

福祉センターの判定に基づき該当する

と認められた方

〈育成医療〉手術等の治療にかかる医

療費を助成。

【対象】18 歳未満で肢体不自由・視覚

障害・心臓障害等の機能障害があり、

手術等により障害の改善が見込まれる

方（担当は子ども育成課子育て支援係

☎ 551・1737）

〈精神通院医療〉在宅の精神障害者に

対し、通院医療費を助成。

【対象】精神疾患を有し通院している方

◆心身障害者（児）医療費助成

【対象】身体障害者手帳 1級、2級（内

部障害は 3 級）または愛の手帳 1、2

度の方（所得制限、年齢制限等の給付

条件により受給できない方もいます）

◆難病等医療費の助成

【対象】（1）国または都の指定する難

病に罹
り

患している方

（2）次の①または②のいずれかに該当

する方

①その病状が、厚生労働大臣または知

事が定める程度の方

②①に該当しないが、同一の月に受

けた難病に係る医療費総額について、

33,330 円を超えた月数が、申請を行っ

た日の属する月以前の 12 か月以内に

すでに 3 か月以上あっ

た方

◆小児慢性疾患医療費

助成

【対象】18 歳未満で、 

小児慢性対象疾患に罹患している方

（ただし、18 歳以降についても、継続

して更新手続を行った場合に限り、20

歳まで延長可能となります。）

◆Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療医療費

助成

【対象】Ｂ型・Ｃ型肝炎のインターフェ

ロン治療（3 剤併用療法を含む）、Ｂ

型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びＣ

型肝炎のインターフェロンフリー治療

を要すると診断された方

◆小児精神障害者入院医療費助成

【対象】精神科への入院治療を必要と

する 18 歳未満の方

【住宅費・交通費等の助成】 

◆住宅設備の改善給付事業

　日常生活を容易にするため、浴室や

便所、居室などの住宅内部を改善する

事業。

【対象】原則 6 歳以上 65 歳未満で、下

肢または体幹にかかる障害が 2 級以上

の方、及び補装具として車いすを購入

した内部障害者

◆自動車改造費助成事業

　就労などのために自動車を改造する

場合に費用の一部を助成。

【対象】18 歳以上で、上肢、下肢また

は体幹機能にかかる障害が 1 級・2 級

の重度身体障害者の方

◆心身障害者自動車運転教習費助成事

業

　免許取得に必要な経費の一部を助成。

【対象】市内に引き続き 3 か月以上在

住の方で、身体障害者手帳 3級以上（内

部障害の方は 4 級以上、下肢または体

幹障害については 5 級以上で、歩行困

難）の方、及び愛の手帳 4度以上の方

◆心身障害者タクシー利用券給付事業

【対象】身体障害者手帳 2 級以上の方

（内部、下肢、体幹機能障害は 3級以上）

または愛の手帳 2 度以上の方、進行性

筋萎縮症、脳性まひの方（支給限度内

でガソリン券との併給も可。）

◆心身障害者自動車ガソリン費用助成

事業

【対象】前記の心身障害者タクシー利用

券を受けられる方と同じ条件（支給限

度内でタクシー券との併給も可。）

◆指定収集袋（ごみ袋）の減免

【対象】身体障害者手帳（1・2 級）、

愛の手帳（1・2 度）または精神障害

者保健福祉手帳（1 級）の交付者で市

民税が非課税世帯の方

◆下水道使用料減免

【対象】身体障害者手帳（1・2 級）、

愛の手帳（1・2 度）または精神障害

者保健福祉手帳（1 級）の交付者で市

民税が非課税世帯の方

◆福生市営福生駅西口駐車場使用料免

除

【対象】身体障害者手帳、愛の手帳ま

たは精神障害者保健福祉手帳をお持ち

の方（2時間まで）

◆自転車等駐車場使用料免除

【対象】身体障害者手帳、愛の手帳ま

たは精神障害者保健福祉手帳をお持ち

の方

◆このほかに

ＮＨＫ放送受信料の減免 / 都営交通の

無料乗車券発行 / 民営バスの割引 / 民

営鉄道の割引 / 航空運賃の割引 / 有料

道路通行料金の割引等があります。

【日常生活支援・援助】

◆補装具費の支給

【対象】身体障害者手帳をお持ちの方等

◆中等度難聴児補聴器購入費助成事業

【対象】身体障害者手帳の交付対象と

ならない 18 歳未満の方で、補聴器を

必要とする方

◆重度身体障害者（児）訪問入浴サー

ビス事業

【対象】ご家庭での入浴が困難な在宅

の重度身体障害者・障害児の方（6 歳

以上 65 歳未満）

◆重度身体障害児入浴サービス

【対象】ご家庭での入浴が困難な在宅の

重度身体障害児（6歳～17歳）の方

◆おむつ等助成事業

【対象】身体障害者手帳または愛の手

帳を持っていて、常時寝たきり状態の方

◆寝具乾燥車派遣事業

　重度の障害者で寝具の乾燥ができな

い方に月 1 回、寝具乾燥車を派遣。

◆原子爆弾被爆者援護（居住地等変更

届、医療費、各種手当の申請等）

【対象】被爆者、被爆者の子

【緊急時対策】

◆重度身体障害者等緊急通報システム

　緊急時に無線発報器等により消防庁

に通報することができ、地域通報協力

体制で速やかな援助を受けることがで

きるシステム。

【対象】18 歳以上の 1 人暮らしなどの

重度身体障害者（2 級以上）、難病患

者（都の医療券をお持ちの方）

◆重度心身障害者火災安全システム

　家庭内の火災時に、住宅用防災機器

により自動的に消防庁に通報するシス

テム。

【対象】18 歳以上の 1 人暮らしなどの

重度身体障害者（2 級以上）や重度知

的障害者（2度以上）

【自立支援給付】

◆居宅介護◆重度訪問介護◆同行援護

◆行動援護◆重度障害者等包括支援 

◆短期入所◆療養介護◆生活介護◆自

立訓練（機能訓練・生活訓練）◆宿泊

型自立訓練◆就労移行支援◆就労継続

支援（雇用型・非雇用型）◆施設入所

支援◆共同生活援助

【地域相談支援給付】

◆地域移行支援◆地域定着支援

【相談支援給付】

◆計画相談支援◆障害児相談支援

【障害児通所給付】

◆児童発達支援◆医療型児童発達支援

◆放課後等デイサービス◆保育所等訪

問支援

【地域生活支援事業】

◆相談支援◆意思疎通支援◆移動支援

◆地域活動支援センター◆日中一時支

援◆日常生活用具給付事業　　

【自立支援協議会】

　障害のある人が地域で生活していく

ためにどのような支援が必要か等、関

係する機関が障害のある人の課題や情

報を共有して、ともに解決していくた

めの機関

【そ の ほ か】

◆声の ｢広報ふっさ ｣の郵送

【問合せ】秘書広報課広報広聴係☎ 55

1・1529

◆声の ｢市議会だより ｣の郵送

【問合せ】議会事務局庶務係☎ 551・

1523

◆外出が困難な方への図書の宅配

◆ご自身で本を読むことが困難な方へ

の対面音訳

　図書館の障害者サービスご利用には

登録が必要となります。詳しくは中央

図書館にお問い合わせください。

【問合せ】中央図書館☎ 553・3111

◆心身に障害のある児童の就学相談

【問合せ】教育委員会教育相談室☎ 55

1・7700

⇒ 6面に続きます

▼福生市の状況

　平成 27 年 4 月現在、当市におけ

る障害者手帳（身体障害者手帳、愛

の手帳、精神障害者福祉保健手帳）

登録者数は、述べ 2,328 人です。

▼障害者週間とは

　平成 16 年 6 月の障害者基本法の

改正により、国民の間に広く障害

者の福祉についての関心と理解を深

め、障害者があらゆる分野の活動に

積極的に参加する意欲を高めること

を目的として、従来の「障害者の日」

（12 月 9 日）に代わり設定されまし

た。この一週間は、障害者に対する

理解を深め、障害のある人もない人

も、ともに暮らせる社会の実現に向

け一人ひとりが考える週間です。

▼障害者週間イベント

【期間】12 月 3 日㈭～ 9日㈬
【場所】市役所第二棟 1階ロビー

【内容】市内障害者施設に入通所し

ている方の作品展示・授産品の販売

等※販売は一部の期間のみ。

▼ヘルプカードについて

　障害のある人は、自分から「困っ

た」となかなか伝えられないことが

あります。

　ヘルプカードは、支援してほしい

内容や連絡先、対応策などを記載し

ておき、緊急時・災害時に提示する

ことで、周囲の人に配慮や手助けを

お願いしやすくするものです。ヘル

プカードを持っている方が困ってい

る時は、ご協力をお願いします。

【ヘルプカードの配布について】名

前の分かるもの（手帳、保険証等）

を持って、市役所 1 階 10-1 番障害

福祉課へお越しくだ

さい。

【対象】障害者の方

◆心身に障害のある方へ主な福祉施策を紹介します
　心身に障害のある方が各種福祉サービスを受けるためには手帳が必要です。
対象者の年齢、障害の種類、程度または所得制限により、受
けられる福祉サービスは異なります。また、障害者施策と介
護保険とで共通するサービスは介護保険から受けていただく
ことが基本です。詳しくは担当窓口へご相談ください。

12 月 3 日～ 9日は「障害者週間」です 【問合せ】障害福祉課☎ 551・1742、

 552・5150
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【勤務先の健診や人間ドックを受ける方へ：健診データの提供のお願い】市の生活習慣病対策に役立てるため、今年度、職場の健診及び人間ドックを

受診された方は健診の結果と問診票の写しを保健センターへご提出ください（任意）。ご協力をお願いします。【問合せ】保健センター☎ 552・0061


